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4 社団法人企業メセナ協議会定款

行う。

一 )この法人の財産の状況を監査すること。

二)理事の業務執行の状況を監査すること。

三)財産の状況または業務の執行についての不正の事実を発見したときは、こ

れを理事会、総会または文部大臣に報告すること。

四)前号の報告をするため必要があるときは、理事会または総会を招集するこ

と。

(役員の任期 )

第16条 役員の任期は 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2)補 欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残

任期間とする。

3)役 員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、

その職務を行わなければならない。

(役員の解任 )

第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事現在数および正会員現在

数それぞれの 4分の 3以上の議決により理事長がこれを解任することができる。但

し、その役員に対し、総会の前に弁明の機会を与えなければならない。

一 )心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められ

るとき。

(役員の報酬 )

第18条 役員は、有給とすることができる。

2)役 員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。

(名誉会長、顧間、評議員 )

第19条 この法人に、名誉会長、顧問及び評議員を置くことができる。

2)名 誉会長、顧問及び評議員に関する事項は、総会の議決を経て理事長が別

に定める。

(職員 )
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第 6章 企業メセナ協議会の概要

第20条 この法人の事務を処理するために必要な職員を置く。

2)職 員は、理事長が任免する。

3)職 員は有給とする。

第 5章 会   議

(理事会の招集等 )

第21条 理事会は毎年 3回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたと

き、または理事現在数の 3分の 1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の

招集を請求されたときは、理事長は、その請求があつた日から30日 以内に臨時理事

会を招集しなければならない。

2)理 事会の議長は、理事長とする。

(理事会の定足数等 )

第22条 理事会は、理事現在数の 3分の 2以上の者が出席しなければ議事を開き

議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思

を表示した者は、出席したものとみなす。

2)理 事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事
の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の構成 )

第23条 総会は、第 5条 1号の正会員をもって組織する。

(総会の招集 )

第24条 通常総会は、毎年 2回、会長が招集する。

2)臨 時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。

3)前 項のほか、正会員現在数の 5分の 1以上から会議に付議すべき事項を示

して総会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から30日 以内に臨時総会

を招集しなければならない。

4)総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時お

よび場所を記載した書類をもって通知する。

(総会の議長 )
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4 社団法人企業メセナ協議会定款

第25条 通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、会議の都度出席正会

員の互選で定める。

(総会の議決事項 )

第26条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

一)事業計画及び収支予算についての事項

二)事業報告及び収支決算についての事項

三)財産目録及び貸借対照表についての事項

四)その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める

もの。

(総会の定足数等 )

第27条 総会は、正会員現在数の 2分の 1以上の者が出席しなければその議事を

開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意

思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席したものと

みなす。

2)総 会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員であ

る出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員への通知 )

第28条 会の議事の要領および議決した事項は、全会員に通知する。

(議事録 )

第29条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表 2名以上が

署名押印の上、これを保存する。

第 6章 資産及び会計

(資産の構成 )

第30条 この法人の資産は、次のとおりとする。

一)設立当初の財産目録に記載された財産

二)会費

三)資産から生じる収入
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第 6章 企業メセナ協議会の概要

四)事業に伴う収入

五)その他の収入

(資産の種類 )

第31条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の 2種とする。
2)基 本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
一)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

二)基本財産とすることを指定して寄付された財産

三)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3)運 用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理 )

第32条 この法人の財産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の
議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。

(基本財産の処分の権限 )

第33条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れ
てはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理

事会及び総会の議決を経、かつ、文部大臣の承認を受けて、その一部に限りこれら

の処分をすることができる。

(経費の支弁 )

第34条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算 )

第35条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事長が編成し、理事会
及び総会の議決を経て毎会計年度開始前に、文部大臣に届け出なければならない。

これを変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算 )

第36条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業
報告書及び財産増減事由書並びに会員の異動状況書と共に、監事の意見をつけ、理

事会及び総会の承認を受けて毎会計年度終了後 3カ月以内に文部大臣に報告しなけ

ればならない。
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第 6章 企業メセナ協議会の概要

第 8章 補   則

(備え付の帳簿及び書類 )

第43条 この法人の事務局には、次の書類及び帳簿を備えなければならない。た
だし、法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではな

い。

一 )定款

二)社員の名簿

三 )役員及びその他職員の名簿及び履歴書

四)財産目録

五 )資産台帳及び負債台帳

六 )収入支出に関する帳簿及び証拠書類

七)理事会及び総会の議事に関する書類

八 )処務日誌

九 )官公署往復書類

十)その他必要な書類及び帳簿

2)前 項第一号から第五号までの書類及び同項七号の書類は、永年、前項第六

号の帳簿及び書類は10年以上、同項第八号から第十号までの書類及び帳簿は 1年以

上保存しなければならない。

(細則 )

第44条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定

める。

貝」

1)第 13条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は、次のと

おりとする。この場合の役員の任期は、第16条第 1項の規定にかかわらず、平成 4

年 3月 31日 までとする。

附
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4 社団法人企業メセナ協議会定款

理事 (会長)   鈴木 治雄  昭和電工株式会社名誉会長

ク (副会長)  佐治 敬三  サントリー株式会社会長

ク

ク

( ク )

( ク )

( ク )

(理事 長 )

塚本

堤

西尾

福原

天谷

石川

稲盛

大賀

永井

中江

平岩

松沢

幸一

清二

信一

義春

直弘

六郎

和夫

典雄

道雄

利忠

外四

卓二

株式会社ワコール会長

西武セゾングループ代表

第一生命保険相互会社会長

株式会社資生堂社長

株式会社電通総研研究所長

鹿島建設株式会社会長

京セラ株式会社会長

ソニー株式会社社長

財団法人国際文化会館理事長

朝日新聞社社長

東京電力株式会社会長

株式会社富士銀行相談役

ク (専務理事) 根本 長兵衛 共立女子大学教授

監事        中村 一郎  株式会社第一勧業銀行会長

ク        吉野 照蔵  清水建設株式会社社長

(五十音順 )

2)第 39条の規定にかかわらず、この法人設立当初の会計年度は法人設立の日

から平成 3年 3月 31日 までとする。
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メセナ年表1990

メセナ年表1990
2月 1日

14日

20日 ～22日

3月 16日

19日

20日

22日

28日

30日

31[]

4月 19日

24日

5月 2日

22日

25日

6月 1日

1日～(7月 31日 |

9日

11日 ～21日

14日

18日

27日

29日

7月 1日

13日 ～15日

沖縄県初の公立美術館、浦添市美術館開館 (浦添市 )

企業メセナ協議会設立発起人会

文化政策国際会議 (文化庁主催 )

五島記念文化財団設立許可

国際文化セミナー「企業の文化支援一 現在と未来」(企業メセナ協議会主催 )

セミナー「文化政策と舞台芸術の現状と未来」 (日 本芸能実演家団体協議会

主催 )

水戸芸術館開館 (水戸市 )

シンポジウム「芸術援助政策を考える」 (日本芸能実演家団体協議会主催 )

芸術文化振興基金創設

法人税法施行令等一部改正により、「芸術に関する顕著な貢献に対して交付

される金品で大蔵大臣の指定するもの」が非課税所得の範囲に加えられた。

社団法人企業メセナ協議会設立許可

経団連、 1%ク ラブ設立

川村記念美術館開館 (佐倉市 )

野村国際文化財団設立許可

経団連、「企業の社会貢献活動推進委員会」設置

東京都写真美術館開館 (東京都渋谷区 )

メセナ月間

茨城県つくば美術館開館 (つ くば市 )

企業メセナ展 (電通・企業メセナ協議会共催 )

連続シンポジウム・メセナ 1「わが国における芸術文化振興政策の現状と課

題」 (企業メセナ協議会主催 )

連続シンポジウム・メセナ 2「企業の芸術文化助成の今日と明日」 (企業メ

セナ協議会主催 )

国際シンポジウム「アメリカ
。企業・地域社会」 (海外事業活動関連協議会

他 2団体共催 )

連続シンポジウム・メセナ 3「芸術文化の現状と自立への道」 (企業メセナ

協議会主催 )

講演会「アメリカの企業フィランソロピーの現状と展望」(公益法人協会主催 )

後藤美術館開館 (松戸市 )

関東自治体学フォーラム「音楽とまちづくり」 (関東自治体学フォーラム実

行委員会他 5団体共催 )

シンポジウム「企業と文化一 現代美術のサポート」 (東高現代美術館主催 )

2θδ
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〈付録〉

17日

9月 17日

10月 8日

11日 ～12日

26日

30日

11月 1日

3日

8日

26日 ～29日

12月 5日

19日

ソフ トノミクスセミナー「アメリカ企業の文化戦略と日本」 (ソ フ ト化経済

センター主催 )

ワタリウム (美術館 )開館 (東京都港区 )

花王芸術文化財団設立許可

ルm企業の文化戦略研究シンポジウム '90「企業文化を中核とした文化戦略
の構築を目指して」 (日本能率協会主催 )

特別講演会「企業革新と文化戦略一 企業文化が担うイノベーション」 (産業

労働調査所主催 )

東京芸術劇場開館 (東京都豊島区 )

セミナー「日本型社会貢献活動を探る」 (企業研究会主催 )

徳島県立近代美術館開館 (徳島市 )

「藤野・ふるさと芸術村アー ト・シンポジウム」(神奈川県藤野町他主催 )

芦屋市立美術博物館開館 (芦屋市 )

国際会議「環太平洋舞台芸術専門家会議」 (環太平洋舞台芸術専門家会議実

行委員会主催 )

企業のメセナ (芸術文化支援 )活動を考える会 (企業メセナ協議会主催 )
「企業のフィランソロピー活動とニューヨーク・パブリック・ライプラリィ」
「企業の文化戦略― CIか らCAへ」

セミナー「芸術 。文化への支援をめぐって一 財団の役割、メセナの役割」(助
成財団資料センター主催 )
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世界のメセナ機関

世界のメセナ機関

[ア イリレランド]

cOtho一 The Business Councilfor the A蔭

所在地 :msh Mttrme�  hsutute,Smdyford Road,Dttlin 16,Leland

電 話 :001-353-956911

ファクス :α)1-353-955150

[ア メリカ]

Business COmmittee for the Arts lnc.

所在地 :1775 BЮ adway,New Yo軋 NY 10019,Uo So A.

電 話 :001-1-1-2126640∞ 0

ファクス :001-1-1-2129565980

An and BusinesS COunC:|:nc.

所在地 :130 East 40th Street,New York,NY 10016,U.S.A.

電 話 :001-1-1-212-6835555

ファクス :001-1-1-212-6835559

[イ ギリス]

Association for BuSineSS SpOnSOrShip Of the Arts(ABSA)

所在地 :Numeg H側∞,∞ G血lsford Stre軋 Buders臓 ,bndon SEllNY,Enttnd

電 話 :001-44-71-3788143

ファクス :α)1-44-71-4077527

[オ ーストラリア]

Austra‖ an BuSineSS SuppOn fOrthe Atts(ABSA)

所在地 :13卜139 Rernt steet,Chppem」 e,New South Wdes 2()()8

電  話 :∞1-61-2-6981688

ファクス :Ⅸ)1-61-2-6991618

[オ ース トリア]

Winschai fur Kunst

所在地 :Ausmm Mmarme■ Club,Kaermerstrasse 8,1010 Vienna,Austria

電 話 :001-43-222-5127935

ファクス :001-43-222-5139814
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〈付録〉

[オ ランダ]

Genootschap v00r Rec:anle lSection SpOnsOrs v00r iく unst

所在地 :Horhilweg 8,Posぬ us 12876,1100 AW AmSterdamZ.0。 ,Netherlmds

電 話 :∞1-31-20973701

フアクス :(Юl-31-20910433

Corporate Affairs

所在地 :Noor山』祖dstraat 26,1081 AT,Amsterdam,Netherimds

電 話 :∞1-31-20465540

[カ ナダ]

丁he COunCilfOr BuS:neSS and the AnSin Canada(CBAC)

所在地 :PO Box 7,Stte 1507,The SilnpsOn TOwer,401 Bay Street,Toronto,Ontano

M5H2YA,Calada

電 話 :001-1-416-8"3016

フアクス :(Юl-1-416-8690435

[ギ リシャ]

OMEPO}― ASSOCiatiOn fOr the SuppOrt Of Cu!tural Act:vities

所在地 :5 Pente� s Street,10 557 Athens,G“ ece

電 話 :001-30-1-3250319

フアクス :001-30-1-3252963

[ス ウェーデン]

Ku:tur(Э ch Narings‖v(Swedish Association fOr Cultural SponsOrship)

所在地 :C/O hduStrifёぬШ

“

t,Box 5501,S-11485 Stockhohn,Sweden

電 話 :001-46-8-7838051

フアクス :(Юl-46-8-6623595

[ドイツ]

Ku!turkreiS im BundeSVerband der DeutSChen lndustrie E.V。 (KBDl)

所在地 :GuStaV― Hehemann― Ufer 84■8,D-5000 Koh 51,Germany

電 話 :001-49-221-3708406

フアクス :αI-49-221-3708730

[日本]

い企業メセナ協議会

所在地 :〒 100東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン13階
電1 言舌:03-3213-3397

ファクス :03-3215-6222
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世界のメセナ機関

[フ ランス]

ADMiCAL

所;在ナ也:116 rue de la Bodie,75008 Pa� s,France

電  言舌:001-33-1-42256593

ファクス :001-33-1-45632982

[ベルギー]

Stichting voor KunstprolTlotie

所在地 :Broekstraat 33,1000 Brussel,Bel」 um

電 話 :001-32-2-2136371
ファクス :001-32-2-2136399
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あとがき

『メセナ白書'91』 は、日本の企業メセナ活動の現状を集大成 し、かつ各種のデータを収録す

ることによって、企業による芸術文化支援の実態を周知させることを目的としている。本書を第

一歩として以後毎年『メセナ白書』を発行する予定である。

1990年 はメセナ元年ともてはやされているが、『メセナ自書'91』 に関しては、あえてメセナ紀

元前 1年とお断りせねばならないだろう。ひとつには、なにぶん初めての試みを、極めて短時日

の内に仕上げねばならなかったためである。加えて、対象としての「企業メセナ」も日本ではい

まだ概念が確立しているとはいえず、あまり厳密に線を引けば『白書』そのものが実現不可能と

なりかねないため、あえて不完全な箇所には目をつぶって発行に踏み切ったからである。

一番残念に思うことは、メセナ活動を行っている全ての企業が必ずしも収録されていない点で

ある。これは、調査表を返送くださった企業のみを収録したためやむを得ないことではあるが、

『メセナ白書』の巻を重ねていけば積極的に参加される企業も必ずや増えていくことと思われる。

また、各企業の行っているメセナ活動もそれぞれの企業から提出された資料をそのまま掲載して

いるため、なかには首をかしげるおもむきのものも無いではないが、今回にかぎってはすべて提

出されたものを尊重した。

従って、本書の細部についてはいうまでもなく、全体の構成に関しても、種々ご異論、ご批判

もあろうかと思うが、メセナ紀元前 1年ということで至らぬ点はお許しいただきたい。これらの

不備な点は、明年予定されている第 2巻発行時にはできるかぎり修正して、より完全なものを期

することをお約束する。

この機会に、『メセナ白書」発行のための調査に快くご協力を賜った各企業および財団のご担

当の方々に心から感謝申し上げる。

本書の調査・編集は企業メセナ協議会の調査部会が担当したが、この機会に協力くださった部

会員全員、特にこまかい実務まで引き受けて下さった入沢、北川、佐々木の 3氏には紙上をかり

て心より御礼申し上げたい。また、事務局の岩瀬慶孝次長、製作協力の(抑ぎょうせいにも一方な

らぬご協力に厚く御礼申し上げる。

調査部会長 田辺 龍郎
企業メセナ協議会調査部会

部会長 田辺 龍郎  (勁国際文化会館専務理事
井上 義文  (榊資生堂企業文化部長

入沢 温  第一生命保険相互会社広報部課長
岩崎 登  卸竹中工務店広報部長

木學 康充  東海旅客鉄道株式会社広報部東京広報室長
北川 哲夫  トヨタ自動車株式会社広報部社会文化グループ課長
佐々木晃彦 セゾングループ文化芸術担当
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